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学校における感染症対策について
令和２年５月22日現在
豊かな心と身体育成課

１ 感染症対策を行う体制の整備
(1) 保健管理体制の整備

学校長を責任者とし，保健主事・養護教諭・各学級担任などとともに，学校医・学校薬剤師等との連携を
推進した保健管理体制を整備する。例えば，学校保健委員会などの場を活用し，学校における感染症対
策の具体を協議する。

(2) 緊急連絡体制の整備
学校で感染が疑われる者がいた場合等の対応について緊急連絡ができるよう，保護者との連絡体制を整

備するとともに，教職員の役割分担を明確にしておく。

(3) 積極的な情報発信
学校における感染症対策について，ＰＴＡ等と連携し，保護者や地域等の理解が得られるよう，ホーム

ページへの掲載や資料配付等により，積極的に情報発信をする。

２ 幼児児童生徒への指導
幼児児童生徒（以下「生徒等」という。）が新型コロナウイルス感染症を正しく理解し，感染のリスクを自ら判

断し，これを避ける行動をとることができるよう，「新型コロナウイルス感染症の予防（令和２年４月文部科学
省）」資料等を活用して感染症対策に関する指導を行う。

３ 感染源を絶つ
○ 風邪の症状（発熱，咳，鼻汁，咽頭痛，頭痛等）がある生徒等，教職員については，自宅で休養させること
を徹底する。

○ 生徒等は，保護者の協力を得て，登校前に検温，体調不良の有無，同居家族等の体調不良の有無を「健
康観察カード」等に記録し，学校で確認する。登校前に確認できなかった生徒等については，保健室等で検
温及び体調不良等を確認する。

○ 各授業の開始前に，生徒等の体調不良の有無を確認する声かけを行うなど，健康観察を徹底する。

４ 感染防止の３つの基本
(1) 身体的距離の確保

「新しい生活様式」では，人との間隔は，できるだけ２メートル（最低１メートル）空けることを推奨している。感
染が一旦収束した地域にあっても，学校は「３つの密」となりやすい場所であることには変わりなく，可能な限り
身体的距離を確保することが重要である。
施設等の制約から１メートルの距離を確保できない場合には，できるだけ距離をとり，換気を十分に行うこと

や，マスクを着用することなどを併せて行うことにより「３つの密」を避けるよう努める。

(2) マスクの着用
基本的には常時マスクを着用し，咳エチケットを徹底する。ただし，気候の状況等により，熱中症などの健

康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は，マスクを外す。その際は，換気や生徒等の間に十分な
距離を保つなどの配慮をする。マスクの色・柄は問わない。

(3) 手洗い
登下校時，給食（昼食）の前後，外から教室に入る時，清掃の後，トイレの後，咳やくしゃみ，鼻をかんだ時，

共有のものを触った時，学校図書館利用前後など，様々な機会において，こまめな手洗いを徹底する。手
洗いは30秒程度かけて，水と石けんで丁寧に洗う。手指用の消毒液は，流水での手洗いが出来ない際に，
補助的に用いるものであるため，基本的には流水と石けんでの手洗いを指導する。 3



学校における感染症対策について
５ ３つの「密」（密閉空間，密集場所，密接場面）の回避

教室等の換気は，気候上可能な限り常時，困難な場合はこまめに（30分に１回以上，数分間程度，窓を全
開する），２方向の窓を同時に開けて行う。エアコン使用時においても換気を行い，密閉空間にしない。

６ 学校給食（昼食）をとる際の留意点
○ 給食は感染リスクの高い活動であることから，給食の配食を行う生徒等及び教職員は，マスクを着用し衛生
的な服装をしているか，手指は確実に洗浄したか等を毎日点検する。

○ 会食にあたっては，机を対面ではなくスクール形式にする，会食中は会話を控えさせる，多人数での会食
を避けるため空き教室等を活用するなど，感染リスクを可能な限り低減するよう工夫をする。

７ 清掃時の留意点
○ 多くの人が手を触れる箇所（ドアノブ，手すり，スイッチなど）は，適宜，丁寧に水拭き清掃を行うなどして環
境衛生を良好に保つ。

○ トイレについては，感染リスクが比較的高いと考えられるため，丁寧に清掃を行う。便器内は，通常の清掃
で良い。

○ 校舎内を土足で使用する場合は，玄関口で土等をしっかり落とし，校舎内の環境衛生を良好に保つ。
○ 鼻水，唾液などが付いたごみは，ビニール袋に入れて密閉して縛る。
○ ごみを回収した後は，必ず流水と石けんで手を洗う。

８ 休み時間の留意点
会話をする際にも，一定程度距離を保つこと，お互いの体が接触するような遊びは行わないよう指導する。

９ 登下校時の留意点
○ 校門や玄関口等での密集が起こらないよう登下校時間帯を分散させる。
○ 公共交通機関を利用する場合には，マスクを着用し会話を控えめにする。帰宅後は速やかに手を洗う。

10 健康診断実施の留意点
実施の判断や実施の方法等については，学校医，学校歯科医等と十分連携し，「３つの密」が同時に重

ならないよう，日程を分けて実施するなどの工夫をする。
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学校における感染症対策の事例



感染症対策のポイントを「保健だより」に
分かりやすく紹介しています。

感染症対策に関する指導
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（三次中・高等学校）

医療関係者の方々に感謝の拍手！（可部高等学校）

定時制では，生徒会の呼びかけ
で「フライデー・オベーション」

ならぬ「マンデーナイト・オ
ベーション」で，医療従事者等
の方々へ感謝の気持ちを込めて拍
手をしています。



生徒有志が，医療従事者へ感謝や応援の思
いを伝えるライトアップに取り組みました。
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（加計高等学校）

新型コロナウイルス感染者の治療に当たる医療従事者へ感謝や応援
の気持ちを伝えようと，生徒有志でライトアップに取り組みました。
どんな言葉にするのかを事前に考え，準備を重ねて実現させました。

感染症対策に関する指導



「３つの密」を避けるため，廊下や階段にセンター
ラインとサインプレートを掲示しています。

身体的距離の確保
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（庄原実業高等学校）



聴覚障害者との会話では，口元や表情も重要な情報
源となるため，フェイスシールドを作成しました。

マスクの着用
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（尾道特別支援学校）



独自の手洗い歌を歌いながら，手洗いの手順や
ポイントを学習しています。

手洗い
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（黒瀬特別支援学校）

手洗い後，紫外線で光る
ローションと紫外線ラン
プで，洗い残しを確認し
ます。小学部は手洗いス
タンプを使って洗い残し
をチェックします。

距離を取りながら並んで待
てるように，手を洗うとこ
ろに足型を貼りました。



給食時間の感染症対策について「給食だより」を
活用し，保護者に情報提供しています。
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食堂で喫食する学部を限定し，席
の間隔を開け，全員が同じ方向を
向いて喫食しています。

（広島南特別支援学校）

学校給食（昼食）の工夫

共用部分は消毒を行っています。



「３つの密」を避けるため，中庭にテント・テーブ
ルを設置し，屋外で昼食をとれるようにしています。

学校給食（昼食）の工夫
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（尾道北高等学校）

「３つの密」を避けるため，カフェトリウム（食堂）
への入退出時間や，食べる場所・席を工夫しています。

（広島叡智学園中学校）

食堂への入室時間をクラスごとに
時間差をつけることで，退出時間
にもズレが生じ，１つの空間の密
を避けています。


